
2 長薬発第 138 号 

令和 2 年 5 月 7 日 

 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について 

（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）に基づく小児慢性特定疾病医療費等について、指定認定の有効期間の延長措

置が講じられることとなりました。 

また、その他の公費負担医療等についても、全国の受給者（令和２年３月１日から令

和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。）を対象に、有効期間の満了日

を原則として1年間延長すること、延長された受給者証等については、引き続き、交付

されているものを使用することとして差し支えないこと等が示されております。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 
担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 
〒390-0802 松本市旭 2-10-15 
℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  
E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 






















